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低炭素社会を目指す九州モデルの概要 

地球温暖化問題と九
州モデルの策定 

九州モデルの 

考え方 

低炭素社会を目指す 
九州モデルとは 

・地球温暖化の現状と 
  対応（国の動向） 

・低炭素社会を目指す 
  九州モデルの必要性 

CO2削減と経済成長
が両立した豊かな 
低炭素社会 

九州におけるCO2排出と環境関連産業の現状及び課題 

中小企業の排出割合が高く省エネの取組が遅れ 

  ているところが多い 

運輸部門で排出量が大きく増加。自動車依存度 

  が高いことから、次世代自動車や公共交通機関 

  へのシフトが必要 

家庭部門の排出量も大きく増加。市民の地球温 

  暖化への関心は高いが取組みは遅れており、イ 

  ンセンティブを与えるしくみが必要 

地域の取組としては環境モデル都市など先進的

な取組の水平展開が課題 

ソーラーやバイオマス等、クリーンエネルギー 

  等に関して高いポテンシャルを有し、有効利用 

  が必要 

 

 

「九州の森林づくりに関する共同宣言」等で森 

  林資源の保全と活用に取り組む下地がある。さ 

  らなる取り組みが必要 

再生可能エネルギー分野への事業展開を検討中 

  の企業が増加。今後の成長が望まれる 

環境国際ビジネスを展開している企業は少数。 

  パッケージ化等の取組が必要 

スマートコミュニティ、CCT、水素など全国に先 

  駆けた実証等を実施。このポテンシャルを活か 

  し、技術開発・人材育成の拠点化と地場企業の 

  参入が必要。 

エコアイランド九州「低炭素・循環型社会のフロンティア地域」 

九州の目指すべき低炭素社会の姿 

企業・家庭でCO2排出の見える化が定着 

新規販売車の半数以上が次世代自動車へ転換 

新しいしくみやまちづくりにより低炭素ライ 

 フスタイルが実現 

ソーラー、バイオマスなど再生可能エネルギ 

 ーが普及 

森林資源の維持・再生によるCO2吸収源の拡大 

  

 

ソーラー・バイオマス・省エネ等の環境関連産 

 業が主要産業の1つに成長 

環境国際ビジネス市場への地場企業の進出拡大 

次世代低炭素・エネルギー技術開発、人材育成 

 の拠点化が実現 

アクションプランの策定へ 

目  的 

上記の目的の実現
に向けて、九州の
産・学・官・民が一体
となって取組む短期・
中長期の施策等 



アクションプラン（案）  【2011～2020年度】 

Ａ．CO2削減に向けたアクションプラン 

（１）企業（特に中小企業）の低炭素化促進 

 ①省エネ診断サービス等による“見える化”の促進 

 ②省エネ機器等の導入促進 

 ③国内クレジット制度の活用促進 

（２）移動手段の低炭素化促進 

 ①EVフロンティア構想（仮称）等による次世代自動車導入促進 

   ②公共交通体系の整備と利用促進 

（３）家庭や地域の低炭素化促進 

     ①九州版炭素マイレージ制度（仮称）の導入検討 

      ②省エネ家電・LED・エコ住宅等の省エネ製品等の普及促進 

      ③NPO等との連携による省エネアドバイス等の展開 

      ④先進的低炭素型地域モデルの形成と水平展開 

（４）クリーンエネルギー等の導入促進 

     ①再生可能エネルギーの導入促進 

     ②九州バイオマス・アイランドの推進 

（５）森林資源の保全と活用 

    ①CO2吸収源としての森林の適正な管理・保全と活用の推進   

     ②J-VER制度の活用促進 

Ｂ．環境関連産業の振興に向けたアクションプラン 

（１）地域特性を踏まえた環境・エネルギー先進圏の形成 

 ①ソーラーアイランド九州の実現 

 ②九州バイオマス・アイランドの推進 

 ③次世代型の資源循環ビジネスの創出 

 ④環境製品・環境技術・環境サービス産業の市場拡大 

（２）アジアへの環境技術の輸出促進 

 ①九州版 アジアの低炭素化・環境保全技術のパッケージ化 

   の検討 

   ②中小企業の環境国際ビジネスの基盤強化 

（３）次世代の低炭素技術開発の拠点化促進 

 ①スマートコミュニティの形成促進 

 ②クリーンコールテクノロジー（CCT）の拠点化推進 

 ③水素エネルギーの技術開発・利用社会形成 

（４）環境関連人材の育成・活用 

 ①大学等との連携による環境関連人材の育成 

 ②省エネ診断サービスを担う企業OB人材の組織化と活用 

2011年度アクションプラン重点戦略 

・企業（特に中小企業）の低炭素化促進 
（中小企業の省エネ全国トップランナー化推進） 
・EVフロンティア構想（仮称）等による次世代自  

 動車導入促進 

 

 

・九州版炭素マイレージ制度（仮称）の導入検討 

・ソーラーアイランド九州の実現 

・九州バイオマス・アイランドの推進 

 

 

・九州版アジアの低炭素化・環境 
 保全技術のパッケージ化の検討 



会  長 
大分県知事 広瀬 勝貞 

 

副会長 
（社）九州経済連合会会長 麻生 泰 
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１．全体スキーム 

 
 
 
 
 
 

九州の住民（参加者） 

地域運営管理事務局    

九州各県 

省エネ製品 
購入 

電気使用量 
削減 

（ガス、水道使
用量は検討） 

植林・間伐など
環境保全活動
への参加 

ポイント原資拠出 

①ポイント付
与の申請 ②ポイント付与 

電子マネー 
として利用 

道の駅、農産
物直売所など
で地域通貨
的な利用 

環境保全
団体等に
寄付 

ポイント交換メニュー 

ポイント 
代金請求 

③
ポ
イ
ン
ト
交
換 

地域特産品
（懸賞品） 

・省エネ製品の購入に対するイン 
 センティブ付与による販売促進 

・環境行動等のインセンティブ付与 
 による企業イメージの向上 

協賛店で
のサービス 

企業 

企業メリット 

J-VERの活用 

＋ 

今後の検討項目 

九州版炭素マイ
レージ制度推進
協議会（事務局：
大分県生活環境部
地球環境対策課） 

九州各県 

九州各 
経済団体 

 経費負担 
  

参画企業の 
呼びかけ 

事業内容 
・制度の方針決定 
・事業の進行管理 

・関係機関との連絡
調整 
 

１ 

協議会

事務局    
ポイント 
代金支払 



九州の住民 
参加目標5,000世帯 
（世帯数0.1%） 

２．環境行動 

各県 企業 

 
冬季３か月間 

（節電要請期間等を考慮し検討） 

電気使用量の削減 
 

②検針票の提出 

原資 

地域運営管理事務局 

委託 

協議会事務局（大分県） 

懸賞品 
（削減者全員を対
象） 

地域特産品
道の駅、農産物直 

売所などの販売店で
交換 

【ポイント交換メニュー】 

企業からの提供 

③
ポ
イ
ン
ト
券
を
交
付 

【ポイント付与の方法】 
参加賞：300pt 
 
（加算ﾎﾟｲﾝﾄ） 
・前年より削減した ら削減率に
応じてポイント付与（0<5%：
100pt、5%<10%：200pt、
10%<20%：300pt、20%<：
400pt） 

・契約ｱﾝﾍﾟｱ別の平均使用量
を下回ったら、1割削減につき
100pt 
 

①参加 

【原資の集め方】 
・1社１口10,000円の原資（また
は懸賞品）で提供を依頼 
・Ｊ－ＶＥＲの活用 

※ポイント数は原資に応じて
変更。 

請求 

支
払 

④
ポ
イ
ン
ト
券
を
使
用 

２ 

（例）前年削減率15%減、契約ア
ンペア別平均使用量22%減の場
合 
 
参加賞300pt＋前年削減率300pt
＋契約A別削減率300pt＝900pt 

 



 

九州の住民 
 

３．環境保全活動（企業・自治体主催） 

 

 
環境保全活動 

 

・森林整備ボランティア 等 
 ※ガイドライン（WGで作成）により認定 
 ※準備終了後実施 
      

 

地域運営管理事務局 

委託 

 

地域特産品
道の駅、農産物直 

売所など販売店で交
換 

 
 

【ポイント交換メニュー】 

①参加 

【企業・自治体主催】 

④ポイント券を交付 

②ポイント券を購入 ③ポイント券を発行 

協議会事務局（大分県） 

企業・自治体の原資負担 
（ポイント数は独自に設定） 

⑤
ポ
イ
ン
ト
券
を
使
用 

請求 

支
払 

申請 
認定 

３ 



 

九州の住民 
 

４．環境保全活動（ＮＰＯ主催） 

 

環境保全活動 
 

・森林整備ボランティア 等 
 ※ガイドライン（WGで作成）により認定 
 ※準備終了後実施 

 

地域運営管理事務局 

委託 

【ポイント交換メニュー】 

①参加 

【ＮＰＯ等主催】 

④ポイント券を交付 

協議会事務局（大分県） 

⑤
ポ
イ
ン
ト
券
を
使
用 

企業・県・住民 
原資 

請求 

支
払 

申請 
認定 

②ポイント申請 

③ポイント券を交付 
（300pt／人。原資に応
じてポイント数変更） 

４ 

 

地域特産品
道の駅、農産物直 

売所など販売店で交
換 

 
 



 
九州の住民 

 

５．平成２５年度省エネ製品購入 

 

省エネ製品 
    
※参加企業を公募し審査会で認定 

（１０社程度） 
（九州版炭素マイレージ制度認定製品） 

 

委託 

【ポイント交換メニュー】 

①購入 

省エネ製品メーカー 
企業 
（上限は企業の任意、下
限はおおよそ価格の１％） 
 

④ポイント
分の代金
支払 

②ポイント発行申請（製品保証書、
領収書等） 

⑤
ポ
イ
ン
ト
券
を
交
付 

メーカー企業からの原資 

③ポイ
ント代金
請求 

協議会事務局（大分県） 

地域運営管理事務局 

⑥
ポ
イ
ン
ト
券
を
使
用 

請求 

支
払 

５ 

 

地域特産品
道の駅、農産物直 

売所など販売店で交
換 

 
 


